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訪問買取業者にご注意 ! 
 稚内市内で「今度、リサイクル店を新たに開業するので、商品を集めている、不要にな

ったものはないか？」「不用品を買い取る」といった電話があり、その後来訪する訪問買取

が多くなっています。 

 訪問した業者が、いつの間にか「貴金属を見せて」と言い、指輪やネックレスを言葉巧

みに安い金額で買取られると言った事例も全国で多く報告されています。ご注意ください。 

これらは、業者が訪問する形態でも、業者が消費者から買取るためクーリング・オフが

出来ません。後になって止めたいと思っても、連絡先が分からなかったり、すでに処分し

てしまったなどとして取り戻せないことがほとんどです。 

買取を行う業者は、古物営業法の規制を受け、「古物商許可証」または「古物行商従業員

証」を携帯しなければなりません。 

 怪しい、変だと感じたら、玄関を開けずに、ドア越しに対応するようにしましょう。ま

た事前に電話がかかってきた場合は、売る気持ちがなければ、きっぱりと断りましょう。 

 

宗谷管内消費者被害防止ネットワークセミナー開催 
 平成２３年３月２５日に、稚内総合文化センターで（社）北海道消費者協会によります 

セミナーが約３０名の参加で開催されました。内容は「道内のネットワーク活動について」

の報告、講師 中井 悦子氏の「消費者被害の現状と今後のネットワーク活動について」

の講演があり、今後の被害防止活動にあったて、大変有意義なものとなりました。 

 

☆☆☆ 無料法律相談の活用を!  ☆☆☆ 

稚内市では「無料法律相談」を毎月１回、第２日曜日に実施しています。 

事前申込みが必要ですので、相談を希望される方は下記までご連絡ください。 

稚内市市民生活課生活交通グループ電話（直通）２３－６４１３ 
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[事務局]  

稚内市消費者センター 

稚内市中央 4丁目 16－2 

稚内市保健福祉センター2階 

電話 0162－23－4133 



 


